
事 務 連 絡  

令和８年６月 11 日  

 

各都道府県消防防災主管部（局） 御中 

 

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 

消 防 庁 広 域 応 援 室  

   

 

 

緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当の支給について 

 

 

平素より、消防防災行政の推進につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当の支給については、「緊

急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当の支給について（通知）」（令

和８年３月 24日付け消防消第 91号･消防広第 149号）等により、国家公務員等

との待遇の均衡が図られるように支給の検討を速やかに行うよう依頼してきた

ところです。 

別添１のとおり、人事院規則９―30（特殊勤務手当）の一部を改正する人事院

規則（令和８年人事院規則９―30―113。以下「改正人事院規則」という。）が令

和８年４月８日に施行され、国家公務員の特殊勤務手当（災害応急作業等手当）

については、改正人事院規則による改正後の人事院規則９―30 の規定（別添２

を参照）が同年４月１日から適用されています。 

つきましては、このことを踏まえ、改めて、国家公務員との待遇の均衡が図ら

れるように支給の検討を速やかに行うようお願いいたします。 

併せて、今冬を目途に、緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当

の支給に関して、再度フォローアップ調査を実施する予定であることを申し添

えます。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の消防本部（消防事務を共同処理する

一部事務組合及び広域連合を含む。）に対してもこの旨周知していただくようお

願いいたします。 

 

 
消防庁 消防・救急課 岩熊、熊 

TEL 03-5253-7522 

E-mail shokuin@soumu.go.jp 

消防庁 広域応援室 池町、田中 

TEL 03-5253-7569 

E-mail kouiki-kikaku@ml.soumu.go.jp 

mailto:shokuin@soumu.go.jp
mailto:kouiki-kikaku@ml.soumu.go.jp


人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
三
○
―
一
一
三

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に

対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め

る
。

改

正

後

改

正

前

別
添
１

俊介 岩熊
長方形



（
狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作
業
手
当
）

（
狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作
業
手
当
）

第
十
七
条

狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作
業
手
当
は
、
次
に

第
十
七
条

狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作
業
手
当
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

海
上
保
安
庁
装
備
技
術
部
又
は
管
区
海
上
保
安
本

（
新
設
）

部
船
舶
技
術
部
若
し
く
は
警
備
救
難
部
に
所
属
す
る

職
員
が
行
う
船
舶
の
建
造
の
監
督
又
は
修
繕
の
監
督

の
業
務
の
う
ち
人
事
院
が
定
め
る
作
業
に
従
事
し
た

と
き
。

三

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



一

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
作
業

二
百
五
十
円

一

前
項
第
一
号
の
作
業

二
百
五
十
円

二

前
項
第
三
号
の
作
業

三
百
二
十
円

二

前
項
第
二
号
の
作
業

三
百
二
十
円

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
（
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
院

該
各
号
に
定
め
る
額
（
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ

が
定
め
る
災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
千
四
百
四
十
円
）
と
す
る
。

て
は
、
千
八
十
円
）
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
の
作
業

作
業
の
種
類
に
応
じ
て
次

一

前
項
第
一
号
の
作
業

作
業
の
種
類
に
応
じ
て
次

に
掲
げ
る
額

に
掲
げ
る
額

⑴

巡
回
監
視

九
百
五
十
円

⑴

巡
回
監
視

七
百
十
円

⑵

応
急
作
業
等

千
四
百
四
十
円

⑵

応
急
作
業
等

千
八
十
円



二

前
項
第
二
号
の
作
業

千
四
百
四
十
円

二

前
項
第
二
号
の
作
業

千
八
十
円

三

前
項
第
三
号
の
作
業

千
百
二
十
円

三

前
項
第
三
号
の
作
業

八
百
四
十
円

四

前
項
第
四
号
の
作
業

九
百
五
十
円

四

前
項
第
四
号
の
作
業

七
百
十
円

五

前
項
第
五
号
の
作
業

千
四
百
四
十
円
を
超
え
な

五

前
項
第
五
号
の
作
業

千
八
十
円
を
超
え
な
い
範

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
応
じ
て

囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
応
じ
て
人
事

人
事
院
が
定
め
る
額

院
が
定
め
る
額

３

（
略
）

３

（
略
）

（
航
空
管
制
手
当
）

（
航
空
管
制
手
当
）

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空

局
、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
若
し

局
、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
若
し

く
は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
又
は
航
空

く
は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
又
は
航
空

交
通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
国
土
交
通
大

交
通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
国
土
交
通
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
技
能
証
明

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
技
能
証
明



書
、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証
明
書
、
航
空
管
制
運

書
、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証
明
書
、
航
空
管
制
運

航
情
報
技
能
証
明
書
又
は
航
空
交
通
管
制
技
術
業
務
技

航
情
報
技
能
証
明
書
又
は
航
空
交
通
管
制
技
術
業
務
技

能
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務

能
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
東
京

二

新
千
歳
空
港
事
務
所
、
函
館
空
港
事
務
所
、
仙
台

空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務

空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務

所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
福
岡

所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島

空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事

空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務

務
所
又
は
那
覇
空
港
事
務
所
に
お
け
る
進
入
管
制
業

所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
、
鹿
児

務
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
又
は
着
陸

島
空
港
事
務
所
又
は
那
覇
空
港
事
務
所
に
お
け
る
進

誘
導
管
制
業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
管
制
指
示
を
主
と
し
て

入
管
制
業
務
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務

行
う
も
の
に
限
る
。
）

又
は
着
陸
誘
導
管
制
業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
管
制
指
示
を



主
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

三

前
号
の
空
港
事
務
所
（
新
千
歳
空
港
事
務
所
を
除

三

前
号
の
空
港
事
務
所
（
新
千
歳
空
港
事
務
所
を
除

く
。
）
、
函
館
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、

く
。
）
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、

成
田
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港

大
阪
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港

事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、

事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、

高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空

北
九
州
空
港
事
務
所
若
し
く
は
宮
崎
空
港
事
務
所
又

港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
若
し
く
は
宮
崎
空
港

は
人
事
院
の
定
め
る
空
港
出
張
所
若
し
く
は
空
港
・

事
務
所
又
は
人
事
院
の
定
め
る
空
港
出
張
所
若
し
く

航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
に
お
け
る
飛
行
場
管

は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
に
お
け
る

制
業
務
（
管
制
指
示
を
主
と
し
て
行
う
も
の
に
限

飛
行
場
管
制
業
務
（
管
制
指
示
を
主
と
し
て
行
う
も

る
。
）

の
に
限
る
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

新
千
歳
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡

五

新
千
歳
空
港
事
務
所
、
稚
内
空
港
事
務
所
、
大
阪



空
港
事
務
所
若
し
く
は
鹿
児
島
空
港
事
務
所
又
は
人

空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事

事
院
の
定
め
る
空
港
出
張
所
に
お
け
る
無
線
電
話
機

務
所
若
し
く
は
那
覇
空
港
事
務
所
又
は
人
事
院
の
定

に
よ
る
対
空
援
助
業
務

め
る
空
港
出
張
所
に
お
け
る
無
線
電
話
機
に
よ
る
対

空
援
助
業
務

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

前
項
第

航
空
路

東
京
航
空
交
通
管
制

千
四
百
八

前
項
第
一
号
の

東
京
航
空
交
通
管
制

千
三
百
八

一
号
の

管
制
業

部

十
円

業
務

部

十
円

業
務

務

福
岡
航
空
交
通
管
制

千
三
百
円

そ
の
他
の
航
空
交
通

八
百
四
十

部

管
制
部

円



神
戸
航
空
交
通
管
制

千
九
十
円

部

航
空
交

福
岡
航
空
交
通
管
制

八
百
四
十

通
管
理

部

円

管
制
業

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

前
項
第

広
域
対

新

千

歳

空

港

事

務

三
百
六
十

前
項
第

広
域
対

新
千
歳
空
港
事
務

三
百
六
十

五
号
の

空
援
助

所
、
大
阪
空
港
事
務

円

五
号
の

空
援
助

所
、
大
阪
空
港
事
務

円

業
務

業
務

所
、
福
岡
空
港
事
務

業
務

業
務

所
、
福
岡
空
港
事
務

所
又
は
鹿
児
島
空
港

所
、
鹿
児
島
空
港
事

事
務
所

務
所
又
は
那
覇
空
港

事
務
所



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
船
員
作
業
手
当
）

（
船
員
作
業
手
当
）

第
三
十
一
条
の
二

（
略
）

第
三
十
一
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
職
員
の
職
務
の
級
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る

つ
き
、
職
員
の
職
務
の
級
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る

額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
額

額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
額

と
す
る
。

と
す
る
。

職
務
の
級

手
当
額

職
務
の
級

手
当
額

公
安
職
俸
給
表
㈡
七
級
以
上
の
級

三
千
九
百
八
十

公
安
職
俸
給
表
㈡
七
級
以
上
の
級

三
千
九
百
八
十

海
事
職
俸
給
表
㈠
六
級
以
上
の
級

円

海
事
職
俸
給
表
㈠
六
級
以
上
の
級

円

教
育
職
俸
給
表
㈠
四
級
以
上
の
級

（
新
設
）



医
療
職
俸
給
表
㈠
四
級
以
上
の
級

医
療
職
俸
給
表
㈠
四
級
以
上
の
級

公
安
職
俸
給
表
㈡
六
級
、
五
級
及

三
千
八
十
円

公
安
職
俸
給
表
㈡
六
級
、
五
級
及

三
千
八
十
円

び
四
級

び
四
級

海
事
職
俸
給
表
㈠
五
級
及
び
四
級

海
事
職
俸
給
表
㈠
五
級
及
び
四
級

海
事
職
俸
給
表
㈡
六
級

海
事
職
俸
給
表
㈡
六
級

教
育
職
俸
給
表
㈠
三
級
及
び
二
級

（
新
設
）

医
療
職
俸
給
表
㈠
三
級
及
び
二
級

医
療
職
俸
給
表
㈠
三
級
及
び
二
級

公
安
職
俸
給
表
㈡
三
級

二
千
五
百
七
十

公
安
職
俸
給
表
㈡
三
級

二
千
五
百
七
十

海
事
職
俸
給
表
㈠
三
級

円

海
事
職
俸
給
表
㈠
三
級

円

海
事
職
俸
給
表
㈡
五
級

海
事
職
俸
給
表
㈡
五
級

教
育
職
俸
給
表
㈠
一
級

（
新
設
）

医
療
職
俸
給
表
㈠
一
級

医
療
職
俸
給
表
㈠
一
級

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
併
給
禁
止
）

（
併
給
禁
止
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
さ

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
さ

れ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る
同
表
の

れ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ

下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
同

し
、
こ
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
が
当
該
手
当

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
が
当
該
手
当

に
対
応
す
る
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の

に
対
応
す
る
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一

の
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る

の
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な

い
。

い
。

高
所
作
業
手
当

爆
発
物
取
扱
等
作
業
手
当

高
所
作
業
手
当

爆
発
物
取
扱
等
作
業
手
当



狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作

狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作

業
手
当
（
第
十
七
条
第
一

業
手
当
（
第
十
七
条
第
一

項
第
三
号
の
作
業
に
係
る

項
第
二
号
の
作
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

犯
則
取
締
等
手
当
（
第
二

犯
則
取
締
等
手
当
（
第
二

十
八
条
の
五
第
一
項
第
七

十
八
条
の
五
第
一
項
第
七

号
の
業
務
の
う
ち
人
事
院

号
の
業
務
の
う
ち
人
事
院

が
定
め
る
業
務
に
係
る
も

が
定
め
る
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
三
〇
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。



（別添２） 
【国家公務員の関連規定の抜粋】 
 
○ 人事院規則９―30（特殊勤務手当）（昭和 35年人事院規則第９―30） （抄） 

令和８年４月の規則改正を反映後 

 

（災害応急作業等手当） 

第 19条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 

一・二 （略） 

三 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はそ

の周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保

守の作業 

四・五 （略） 

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき、次の各号に掲げる作業の区分に

応じ、当該各号に定める額（大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従

事した場合にあっては、1,440円）とする。 

一・二 （略） 

三 前項第三号の作業 1,120円 

四・五 （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第１項の手当の額は、それぞれ

当該各号に定める額（同一の日において当該各号に掲げる場合の２以上に該当すると

きは、当該各号に定める額のうち最も高い額）とする。 

一・二 （略） 

三 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業（同項第四号に掲げる

作業に相当する作業を除く。）が人事院が著しく危険であると認める区域で行われ

た場合 前項に定める額にその 100分の 100に相当する額を加算した額 

四 （略） 

 

（イメージ） 

 国家公務員 

（一般職） 

特殊勤務手当の根拠規定 人事院規則９－30 

名称 災害応急作業等手当 

対象作業 災害現場における被災者の救助等作業（第

19条第１項第３号） 

金額 通常 1,120円/1日（第 19号第２項第３号） 

大規模災害の場合 1,440円/1日（第 19条第２項） 

大規模災害、かつ危険区域

において活動する場合 

2,880円/1日（第 19条第３項第３号） 

 

  



 

○ 特殊勤務手当の運用について（昭和 37年６月 14日給実甲第 197号） （抄） 

８の３ 災害応急作業等手当（規則第 19条）関係 

１ （略） 

２ 規則第 19 条第２項の「人事院が定める災害」は、災害対策基本法に基づく災害対

策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号）に基づく石

油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法（昭和 22年法律第 118号）

が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模

な火事による災害、原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）に基づく

原子力災害対策本部が設置された災害その他人事院事務総長が定める災害とする。 

３ 規則第 19 条第３項第３号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところ

によるものとする。 

(1) 「人事院が著しく危険であると認める区域」は、災害対策基本法、大規模地震対

策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）その他の法令等に基づき設定され、立入

禁止、退去命令等の措置がなされた区域（当該区域が設定又は拡大された場合に

おいて、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を

含む。(2)において「立入禁止区域等」という。）であって人事院事務総長が認め

るものとする。 

(2) （略） 
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